
立山衆徒の出開帳

野口安嗣
＊

はじめに

昨年本位において、 加賀溜の虚山御師に対する支

配の一助として、 岩餅寺衆徒の出開帳の実施にいた

るまでの手続き方法をもとにその実施状況を明らか

にしてきた。 これにより、 岩11府寺衆徒の勧進活動の

一端をうかがい知ることができたが、 出開軋長はいっ

ごろから実施されるようになったのかや、 芦朗寺の

出IJr-J帳の実態などについては明らかにすることがで

きなかった。 この点については、 これまで佐伯立光

氏(1研究史. [3])や炭瀬誡氏(1研究史. [ 4]) 

の刊本の中で断片的にではあるが取り上げられてい

る。

立山衆徒の出憐JL阪に関する先学研究者の主要な著

苫や論文には、 次のものがある。

[ 1 J高瀕重雄「近世における立山 一山の組織と祭

礼」（「古代山岳信仰の史的考察』所収、 角川 —, 1:: 

店、 1969年）。

[ 2 J日和祐樹「立山信仰と勧進」（「白山 ・ 立山と

北陸修験道」所収、 名者出版、 1977年）。

[ 3 J佐伯立光「立山俯徒の布教活動」（「立山町史

上巻』所収、 立山町、 1977年）。

[ 4 J脱瀬減「立山衆徒の絵解きをめぐって」（『立

山黒部奥山の歴史と伝承」所収、 桂書：｝房、 1984

年）。

〔1 Jでは、 近世の岩餅寺の宗教活動として、 出

開帳を注目すべき事柄として取り上げている。 出lfrJ

板とは立山此荼羅を開帳して出張先で布教すること

であり、 文政10年(1827)を例にあげ、 加質湘の許
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そこで本稿では、 立山衆徒の出開ip長に関する従来

の研究史の分析を迎して、 古文湘などの文献費料を

活用しながら、 岩齢寺衆徒の出l#J帳の実態を再検討

し、また芦隙寺衆徒の実施状況を明らかにしていく。

これにより、 加質湘は立山衆徒の出IJijI阪に対してど

のような認識を抱いていたのかを考察していく。

なお、 文献脊料としては「岩絣寺延命院文苫』 II

•

『参議公年表」�; ・ 『開板旧記・宝物弘通旧記』:;,

「自他国貨物井法談穎旧記』 ｀ ））． 「寺社家開板等井

臨時之神事」 51 の古文：；りをもとに、「越中立山古文

苫』 ti) 「越中立山古記録J 71 を援用して論じていく。

研究史

可と了解のもと湘領内で行われたとしている。[2 J 

では、 岩齢寺のみにみられる勧進活動として、 棠塔

修復の名目で行われた出IJf.J 1pJ該を取り上げている。 文

化・文政期の頃には領内のみならず伝越地方でも実

施しており、 芦朗寺と争論を引き起こしたとしてい

る。 また文久年間には、 岩絣寺は湘領内で3年間に

渡って出開板を実施しており、 その際の宿寺には浄

土宗寺院が多いことが紹介されている。[l] [2] 

により、 岩齢寺の出捌板の目的や11f-]I阪寺院 ・ 刷板仏

についてうかがい知ることができるが、 芦絣寺の実

施状況についての記叔はみられない。

これに対して[3]では、 芦齢寺でも出l}f-J帳は、

娼堂内の常張鋲再建を目的に湘から許可されたが、

天保7年(1836)の娼棠宝前の仁王門の再建では許

可されなかったとしてその実施状況を紹介してい

る。 また、 岩餅寺の出閲帳については、1羹長17年
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(1612)以来記録にみるとあり、 文久2年0862)

の事例において実施にいたるまでの手続きや宿寺と

の取り決めを岩前寺文：1りを辿して詳細に紹介してい

る。

さらに[4]では、[ 1]から[ 3]の内容をふ

まえて岩齢寺衆徒の出I荊板の実態を文献査科を提示

して考察し、 その布教地域はおおむね溜領内に限ら

れると規定している。 また、 芦餅寺衆徒の筵政7年

(1795)に娼堂再廷を名目とした出開帳の例はある

が、 仁王門再建の出 1井］板が許可されなかったことか

らも、 あくまでも出 ,m板は岩耕寺衆徒の特権である

としている。

以上、 先学研究者の研究成果を顧みれば、 出IJ翡��

の概略は把握できるが、 出開帳をすべて同質のもの

としてとらえているため総説的な内容になってい

る。 そこで次漱以降では、 立山衆徒の出I荊板の変造

を検討することによりその実態について論じてい

く。

2 岩絣寺衆徒の出開帳の実態

2. 1 貶長期から享和期にかけての実施状況

加賀溜政期においては、 立山の諸堂社のうち峰本

社の修復は湘の御醤訴（史料②）�, によるが、 諸棠

末社修復については衆徒の自啓諮とし、 自普諮が困

難な楊合に再建股用を捻出する手段の一つとして、

閲帳寺院を宿寺として立山の：益像や宝物を拝ませて

信施を梨める出IJf.J 1µ 長がおこなわれた。

岩前寺衆徒の出IJ削j 軋�iは、｝袋長17年(1612)にj•,::j岡

において実施していたものが現時点で確認できる最

初の記録であり、 次に正徳2年0712)に実施して

いたことが史科① ・②によりうかがえる。

「岩耕寺延命院文：叫正徳2年(1712) 6月11日

の条より、 以下を翻刻する。

史料①

立山大権現之末社四十社悉及大破、 自力を以修復

難仕二付、 浄土111阿弥陀如来．至党聖観音・地寂谷

之地蔵）t宝物品々、 炭長拾七年修補之絢奉額於;•,·:; 岡

開報仕候、 依之今般御裳地二而、 露七月廿八日な八

月四日迄右之品々致IJfl庫長助力を以修理仕度旨、 顆：ほ

付二拙者共添：←心を以御年寄衆江相達候艇二、 則入御

四候条顧之通一七日J;f.]1阪可申付旨御申渡候間、 右之

日数可在II雌j庫K候、 朝六時な門を飛ら起晩七半時二仕

廻夜中参詣人可為無用候、 尤諸:•J;:作法宜火之用心忽

度可被申付候、 以上
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壬辰（正徳二年）六月十一日

伊藤平右衛門 印

立山岩隙寺衆徒中 水原左京 印

「岩餅寺延命院文：；1:=」享保4年(1719) 5月11日

の条より、 以下を翻刻する。

史料②

立山社堂六拾六社在之内本社之儀名御建立、 其外

者先規な破担修理等衆徒な仕来候、 然共自カ二而難

叶、 慶長拾七年井正徳弐年於御当地、 浄土山阿弥陀

如米・室立聖観音・地拭谷地蔵令開板以助力致修復

候、 立山之内伽羅陀山満沙こ堂け之社及大破二、 近

年衆徒困窮仕自カ二修理難成候l闊、 伽羅陀山地蔵、

満沙こ堂け型観音井玉殿岩屋阿弥陀、 今般於御当地

七月廿三日な八月三日迄致閲板助力を以修理仕度

旨、願苔付拙者共添：苫か而御年寄衆江相送候底、 顧

之通十日IJ雑長可申付旨御申渡候条、 右之日数可有併l

板候、 朝六時よ里門を飛らき晩七半時仕廻夜中参詣

人可為無用候、 尤諸事作法宜火之用心厳煎二可被相

心得候、 以上

巳亥（享保四年）五月十一日

立山岩絣寺衆徒中

伊藤内膳 印

菊池大学 印

永原左京 印



岩朗寺延命院には、 寺社奉行所からの出開l軋謡午可

状が6 通現存している（第l表）。 このうち、 正徳

2年(1712)から享和2年0802)にかけてはほぽ

同じ様式の許可状が発給されており、 許可の判断は

湘の年寄によっておこなわれているり） 。 享保4年

(1719)の実施についてには（史科②）、『参議公年

表」�, 享保4 年7月2 3日の条に、「於卯辰究泉坊、

立山之地蔵観音井絵図等今日ヨリ耕J帳ス」の記載が

あり、 開帳寺院として卯辰宝泉坊、 開1µ及仏として立

第1表 岩飴寺衆徒に対する加賓藩の出南帳認可状

発給年月日 許叩月日 JJ:J 軋Jぷ寺院（楊所）

正徳2年 7/28~8/4 （御当地）

(1712) 

6月11日

享保4年 7/23~8/3 卯辰宝泉坊

0719) 

5月11日

安水2年 4/21~4/晦日 卯辰宝呆坊

(1773) 

IIJ 3月

享和2年 4/21 ~5/1)月日 卯辰愛染院

(1S02) 

4月

文政5年 9/11- 魚iit法善寺等2寺

(1822) 

9月 翌年313~ 飛州古Ill林昌寺

文政10年 8/21~9/ll 卯辰観音院

(1827) 9/1S-9/22 小松：！―'ゆl寺

8月 10/1-10/3 本吉世J'.fl浣

野口安1iiii,J/立山衆徒の出n:11iJsi

山の地蔵観音、 宝物として山絵固や木版の案内図あ

るいは、 立山虻荼羅と考えられる絵図が開阪された

ことが裏付けられる。 また、 安永2年(1773)の実

施については、「開l帳旧記」 31 安永2年5月の条に、

「立山1m板之儀、 御親故首尾能相勤則1井J脹仕候、 依

之帰山之節、 御上御祈梼等執行仕候而、 先前之通御

札指上申度候」とあり、 開帳終了後に従来通りお札

を献上することを湘に願い出ている。

寺社奉行 船載史料•番号及び1対辿資科

伊l媒平右術l"J 史料①

永／）孔左取

伊藤内）J筏 史科②

菊池大学 「参議公年表』

水原左京

寺西弾正 「[.)廿1it旧品J

伊藤内胞

水原求馬

品川主殺

中川ii'i'六郎

前田修理

山椅庄兵術 史科＠）

富田外品

胃山将監

多賀豫一右衛門 「I閲l�J�I日点'.J

玉井勘解由

1前田式;111

凡例：本表は、 I岩餅寺延命［浣文，l ):j 11 の寺社奉行所から岩前寺衆徒に宛てた出U[JI阪認可状をもとに、 「参議公年表j " . 「|片.JJiJ�

旧品」 ・；＇ と照らし合わせて一 度と表に作成したものである。

2.2 文政期から天保期における岩絣寺衆徒の

他国進出

岩餅寺衆徒は文政期に入ると、 領国内の魚津法恙

寺や卯辰観音院で出IJfJ帳を実施するかたわら（策1

表）湘領国外へも進出し、 文政2年(1819)頃には

越後で、 文政6年(1823)には飛騨・美浜で、 文政

7年(1824)には越前で出開l阪を実施している（第

2表）。 ただし、 文政6年の尾張への進出は、 不首

尾に終わっている叫この間、 湘の許可が確認でき

るのは飛駒の古川（史料③） と高山だけであり、 そ

れ以外の地域では無許可で実施していたことが、 天

保4年(1833) 9月の金沢での裁判から判断できる

Ill 。 そして天保2年0831) 9月からは、 岩前寺惣

持坊と般若院が信1-1-1に入り込み、 勧化・奉加・配札

を実施している 121 。 さらに天保4年(1833)には、

湘の許可のもと越後から江戸に至る大規模な1;腫恥-J·

画を企てたが131、 これは芦齢寺衆徒により阻止され

ている。
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「岩餅寺延命院文：苫J文政5年(1822) 9月の条

より、 以下を翻刻する。

史料③

朝六時な門を飛らき晩七半時仕舞夜中者参詣人可為

無用候、 尤諸事作法宜火之要心堅相心得候様宿寺江

可申談候、 以上

立山権現等耕j扉当月十 一日な新川郡魚津法逸寺等

弐ケ寺、 米未三月三日な飛州古川林昌寺等両寺二お

ゐて、 右 ,m切海宝物致弘通度旨、 願：芥付年寄中江相

達候庭、 願之通可申渡由二候条、 願之日数令執行、

第2表 岩飴寺衆徒の他国進出

年代 実施期口

文政2年 5月
(1819)頃 秋

文政6年 3月
0823) 

4月

不首Ir.::
，，， 

文政7年
(1S24) 5/ 12~5/19 

天保4年 中止
(1833) 

国名

越後
，' 

，， 

,., 

飛研i
，， 
,,. 

災i農
,, 

,,. 

尾板
,,. 

越前
,, 

越後

似涙

三河

辿江

駿河

甲斐
r-... 1

、,'"ベ·'

上野

武蔵
江戸

； 

I 
： 

開軟寺院（瑞所）

松代村観音哨．．． 

益田城下今町
頚城郡能生宿
糸魚川逸仏寺
古川林片寺
j•,':j山凶分寺
下呂温呆寺
金山誌糾寺
加納城下西方寺
中沈川玉林寺
城下栄国寺
大野村束立寺
城下西山光!!(�寺
三国出村月窓寺
糸魚川辺より

小谷四ヶ條

松本城下辺より
伊那郡所々

甲府通り
諏訪郡より上田辺
心'jlli硲

文政五年 九月

立山岩峨寺衆徒中

山崎庄兵衛 印

富田外記 印

w山将監 印

岩帥寺担当坊

中迫坊・王蔵坊・六角坊
，， 
，， 
,,. 

明），t坊·[lU林坊
,,. 
，，， 

，， 

玉蔵坊

明品坊・肌l林坊
.,, 

多質坊 ・ 六角坊
，， 

惣持坊・般芳院

凡例：本表は、 「越中、U山古品録 第1谷j 138真~145頁をもとに、 r研究紀災 第10号」61~62貞 ・ 閃岩前寺延命院文閲文政
5年9月の条と照らし合わて 一 笈-d.<にまとめたものである

2.3 天保期以降の実施状況

天保9年(1838)、 岩餅寺衆徒は大阪にて仏像を

修似した際に難波法逸寺でIJf.J船したいと顧い出たが

l�J 、 蔀からは「近年、 他国宝物弘遥之義二 1面も出入

り共不相成:事ニ 一統江申渡」として認められていな

26 

ぃ。 そしてこれ以降、 岩餅寺衆徒の出開板が認可さ

れるのは、 史料を笠見する限り文久2年0862)だ

けである（史料④）。 しかしその実施にあたっては、

「御領国中井富山領内」（策3表）まで一 円に及び、

4年間で秋と春通符5回を数え、IJfJ帳寺院にいたっ



野口安翫／立山衆徒の出l)j.J*」<

ては25寺と、 それまでの領国内で実施された出開板

とは比較にならないほど大規校なものであった心

『IJJcJ1IJ¼ 旧記J文久2年(1862) 7月の条より、 以

下を翻刻する。

史料④

立山大権現澁末社大破二付為修毅、 同山大権現等

御領国中井窃山御領内二おゐて、 当秋よ里来々子年

秋迄之間、 出開I販等仕度旨等願：苫付年寄中江相逹候

所、 於金沢開阪之義前々与者日数多二候得共、 段々

願之趣二付格別二被承届候条、 夫々日数之通令開帳、

朝六時な門を飛らき晩七半時仕廻夜中参詣人可為無

用候、 尤諸事作法宜火之要心堅可被申付候、 以上

文久二年七月 篠原 印

品川 印

立山岩朗寺 織田 印

2.4小結

岩齢寺衆徒の出開庫長は、 享和2年080 2)までは

溜の；；午可のもと、「御当地」と呼ばれる領国内の寺

院を宿寺として、 7日［期］から10日間程度開板されて

いたと考えられる。 しかし文政期に入ると第l表に

あるように、 文政5年(1822)には魚津法逸寺など

2 寺で、 文政10年(1827)には卯辰観音院など 3 寺

と領国内の複数の寺院で実施することが認可されて

おり、 文政10年(1827)には溜主一族の参詣 16) もみ

られ、 移動日も含めると 1ヶ月以上にわたっている

ことからも、 この時期の立山信仰はかなりの人気を

栂していた考えられる。

このような文政期の出開転の領国内の実施状況の

変化とともに、 さらに注目すべきことは、 元来芦前

寺衆徒の廻坑配札活動によって築き上げられた他国

のも舟那楊に進出することにより教線拡大をはかって

いることである。 実際に文政7年(1824)の越前で

の出開帳では、 これを契機に、「其以来、年々種々

相進、 此方旦那等引込、 講中等取結、 配札等仕居申

候」17)として柏那楊を形成している。 このため芦絣

寺衆徒は自分たちの柏那場を守るために、 芦隙寺に

第3表 文久2年から慶応元年にかけての実施状況

年代 実施期日 開帳寺1:,-;;

文久2年 l:1.JS/29~9/4 魚沖法恙寺

0S62) 9/6~9/9 明日山千光院

秋 9/12~9/15 沿川徳城寺

9/17~9/19 束岩瀬桔昌寺

文久3年 放生津光山寺

(1863) 氷見西念寺

春 所口窮飩寺

穴水米迎寺

宇出i]t天徳寺

飯田村大述寺

輪島法蔵寺

富木西光寺
ーノ宮長福院

····- ―――― ―ー ー ・・・ ・・ ＿ ＿  .... --• . ·········· . . ... . . .. .. ... ········· ··· .... .. . . .. ―――― 

秋 8/22-9/9 卯辰観音·院

9/12~9/18 小松啓朽寺

本吉世柑:1浣

文久4年 3/2~3/4 小杉三ケ村辿王寺

(1864) 3/6~3/12 j';':j佃1西福寺

春 3/14~3/17 今石勁観斉寺

3/19~3/22 福光認仁寺

3/24~3/27 井波浄蓮社

3/29-4/2 杉木新町兵寿寺

疫応元年 8/28~9/4 富山城下来迎寺

(1S65) 9/6~9/S 八尾賓筋寺

秋 9/10-9/16 岩峨寺

凡例：本表は、 f研究紀要第10号」56頁~59頁の文久2年

から炭応元年にかけての開l�jぷ寺院の実施状況をまと

めたものである。 なお、 文久3年春の実施期日につ

いては、 9寺で実施されたことは確認できるが、 具

体的な期日については確認できないため空白とした。

も定住していた泥淵 1�1 の助言を得て、 文政8年

(1825) 5月の条「配札一件根本也」 l�I で、 自他国

配札は自分たちの職党であるとしてその不法性を寺

社奉行所に訴えている。 さらに天保3年(1832)12 

月の条201 では、 岩l絣寺衆徒によって信州の柏那場が

保略され自分たちの活動が窮地に追い込まれた実'l'i'i'

を報告し、 天保4年(1833)の越後から江戸に至る

捌帳計画の許可の取り消しをもとめ、 天保4年

0833) 8月の条�II では、「出間帳二::J;:寄、 如斯諸国

申語り、 芦II弁寺旦那場相掠、 追々岩隙寺之配札場ニ

仕候、 此侭二而捨岡候而ハ、 芦llrtf寺渡世之旦那相失

[
／
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ひ申二付、 此度岩隙寺な以後耕l帳ニ・・ポ寄、 諸国相働

申義は、 御指留被為成下侯」として、 岩絣寺衆徒の

出l!fJ板を名目とした他国進出の禁止を穎い出てい

る。 これに対して加質湘は、 天保4年(1833) 1月

「右1俎板之義ハ御Ii廿届無之候J�'Z)として岩絣寺の越

後から江戸に至る開帳は認めないとの判断を下して

おり、 同年9月に金沢において岩餅寺・芦餅寺双方

の衆徒を呼びだし、 岩餅寺衆徒の溜領国外への進出

を詮義している＂ 。 その結呆、 瑞は岩前寺衆徒の溜

領国外への出 ,m帳・配札の禁止、 万一辿反者を見lifl

したら報告することとの判決を下しており主芦餅

寺衆徒にとっては一安心だったにちがいない。

これにより、 領国内に活動が限られた岩耕寺衆徒

の出,m,阪実施の記録は、 天保4年(1833)以降1度

しか見られない。 しかしその実施規校は第3表にあ

るように、 文政期の 1財帳寺院・実施期日を並かに凌

ぐものであり、 出側板にかける岩l餅寺衆徒の意気込

みが推し恢られる。 またその経済的規校については

現時点では明らかにすべき文献森科はないが、 実施

規校から判断して信者の信施は多大なものにのぽっ

たのではないかと考えられる。

3 芦耕寺衆徒の出開帳の実態

3. 1 寛政期の実施状況

芦餅寺の諸棠舎のうち、 娼堂・閻1砥堂・布柏・帝

釈滋・講党・大宮・若宮の修復は瑞の御将訥による

が、それ以外の堂舎は自哲囁'1であったと考えられる。

そのため、 自咎訊が困難な楊合には、 岩餅寺同様再

建費用を捻出する手段として出l)f.J戟の実施を顧い出

ている。

芦齢寺衆徒の出1;;;i帳が、 現時点で確認できる泣初

の史科は認政7年(1795)のものである。 天明2年

(1782)に娼党が焼失し、 焼失した脇立J/;i. 像や荘厳

の再建を目的として、 筵政7年(1795)の7月15日

から8月15日までの30日間、 卯辰乗泥寺において実

施が許可されている。（史科⑤）

さらに、 笈政7年(1795)の実施を前 例として、

同じく焼失した常張鋭の再廷を目的として、 突政9

年0797)の3月1日から3月20日までの20日1月、

オ川兵長寺において実施か許可されている。（史料

⑥） 2-11 

「自他国貿物井法談願!Fl記』突政7年(1795) 4 

月の条より、 以下を翻刻する。

史料⑤

：芥付を以奉願上候
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岱山御娼棠天明二年二月焼失仕候、 其節御儡者焼

亡不仕候得共、 脇立J'.f.像井荘厳等焼亡仕候二付再建

仕度奉存候得共、 近年当山参詣人茂落り其上ー山困

窮仕候故、 未再建等不得仕俎入申候、 依之御娼．椋井

宝物等為結縁卯辰於乗龍寺諸人為相右森銭を以少々

宛再建之手掛仕度奉存候二付き、 岱七月十五日な八

月十五日迄之日数三拾日之1駈l弘通之義奉額候、 顧之

通被為仰付被下候様奉顧上候、 以上

筵政七年卯四月

寺社御奉行所 立山芦雌寺 衆徒中 印

社人中 印

此苫付之侭、 御用番江被揆御目候事

右御聞届之段、 押御紙面を以被仰渡候

但、 押御紙面ハI荊板留二有之候事

r寺社家瑚帳等井臨時之神事J党政9年(1797)

2月の条より、 以下を翻刻する。

史料⑥

立山儡幽先年焼失之{rl:JJ、 常張致焼失今般令再建候

処、 造用多相懸り致難渋候、 依之露三月朔日な晦日

迄日数三十日之間、 岱所オ川寺町兵長寺二おゐて、

諸人為結縁為拝懇志を受度旨願性苫付相達候条、 頗

日数之内三月朔日な廿日迄廿日之間日数承届候I闊令

弘通、 朝六時な門をひらき晩七半時仕廻夜中者参詣



人可為無用候、尤諦事作法宜火之要心堅可被申付候、

以上

巳 二月

立山芦絣寺 品川

衆徒中

ー、 右芦前寺同様之願二而、 日数三十 日箆政七

年御l{H届之事

3.2 天保期の実施状況

「自他国夜物井法談願旧記』の天保7(1836)年

4月の条によれば、 芦餅寺では娼堂宝前の仁王門が

先年 焼失（文化4 年3月23日の火災か） したため、

昨年屋根下まで自哲囁りを行な ったが、 屋根までは再

建できなかった。 そこで「Ji政七年卯年二、 御娼！原

井宝物等御城下江弘通奉頻上候処、 御l:!:H済被為成下

候先例も御座候二付、 今般御饂)(�:井開山之盆像宝物

等弘通仕度奉願上候」として、'i:i政7年(1795)の

前例をあげて、 出開板の実施を湘に願い出ており、

5月3 日から14日問高岡称念寺において、 8月18日

から21日間卯辰観音院において許可されている（史

科⑦）。 しかし実際には、 高岡称念寺の楊合は、 宿

寺の都合で5月10日から7日間（史料⑧）、 卯辰観

音院の場合は、 理由は明らかではないが一旦御用番

年寄中により認可が取り消され、 再度の願いにより

10月は差し1箭りが無いということで10月l日から21

日 まで；i午可され実施している（史科⑨） 251 。 また、

卯辰観音院では「未夕弘通不行渡」としてさらに7

日間の延期を願い出たが、 これは認められなかった2GI 。

『自他国賓物井法談頻旧記」より、 以 下を翻刻、
1バ,,_ふ-地9る。

史料⑦

（天保7年4月の条より）

立山娼帷宝前二王門先年致焼失、 去夏な再建二取

懸漸々屋根下迄致出来候得とも、 微カ二而ハ屋根等難

致成就、 依之於高岡称念寺当五月三日合二七日、 於

卯辰観音院当八月十 八 日な三七日之間、 娼隙井宝物

等致弘通参詣人懇志を受、 右門棟上致度旨願：苫付年

野口安i1ili,J/立Lil衆徒の出/),Jr板

寄中二も相逹候条、 右日数令弘通朝六時な門をひら

き晩七半時仕廻夜中ハ参詣人可為無用候、 尤諸事作

法宜火之要心堅可被申付候、 以上

史料⑧

丙申 四月

立山芦Iliff寺

衆徒中

（天保7年4月の条より）

芦帷寺衆徒江

前田万之助 印

立山娼原井宝物等邸岡称念寺二おゐて、 当五月三

日な二七日之問弘通致度旨先達而相顔承届候、然底、

宿寺差支之義有之候二付、 同十 日な一七弘通有之度

旨重而願之趣御承届之条先途而申渡被上候、 紙面之

通可被相心得候：：Ji: 

申五月

史料⑨

（天保7年8月の条より）

立山娯障宝前二王門先年致焼失、 去夏合 再建二取

懸漸々屋根下迄致出来候得共、 微カ二而ハ屋根等難

致成就、 依之、 於高岡称念寺当五月三日な二七日之

間娼J/�: 井宝物等致弘通、 且、 於卯辰観音院二も当八

月十八日合三七日之間弘通之義御承届候之庭、 年寄

中念儀之趣有之、 右於観音院之弘通指習二相成候得

共、 十月二到り候符者指支無之旨二付、 同月朔日な

廿 一日迄三七日之間弘通之義重而願之趣年寄中二も

相逹候条、 右日数令弘通朝六時な門を飛らき晩七半

時仕舞夜中者参詣人可為無用候、 尤諸事作法宜火之

要心堅可被申付候、 以上

丙申 八月

立山芦餅寺

衆徒中

3.3 小結

成瀬 印

芦餅寺衆徒の出淵 I板は、 現存する史料から判断す

れば領国内に限って実施されており、 開板仏として

娼)原や慈興上人像と考えられる開山之虚像、 立山位

荼羅と考えられる宝物などを開脹して信者から信施

29 
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を狛め再建費用を捻出している。IJ/.J帳寺院として姦

政期には金沢の寺院を宿寺として、天保期には高岡

と金沢の役数の寺院を宿寺としている。これは、岩

齢寺衆徒の学和期にかけての金沢の寺院を宿寺とし

たものや、文政期の領国内での複数の寺院を宿寺と

したものと実施状況の変化は似ており、卯辰観音院

では文政10年(1827)に岩隙寺衆徒が、天保7年

(1836)に芦前寺衆徒がそれぞれ20日間程度実施し

ていることからも、この時期までの芦隙寺衆徒の出

開帳は、領国内における岩餅寺衆徒出IJtJ帳と同等の

ものであったと考えられる。

しかし、芦餅寺衆徒の出耕jl阪の記録を確認できる

のは3度だけであり（策4表）、それ以前あるいは

それ以降に実施されていたかについては、現時点で

は史科的制約から明らかにすることはできない。た

だ、少なくとも立政7年(1795)の実施を前例にあ

げて1i政9年(1797) · 天保7年(1836)が許可さ

れていることから、この問は芦餅寺衆徒の出IJH庫長が

瑞に了承されていたと指摘できる

また、天保7年(1836)の仁王門再建にあたって

は、閻I筵堂に安岡されている龍淵の位｝関図の淡面の

一部に「tJfJ山廟所仁王門再建」と記されていること

から、岩前寺の他国進出阻止に助力してくれた淀淵

が、ここでも芦餅寺衆徒に協力して関わっていたと

考えられる。

第4表芦蛤寺衆徒の実施状況

発給年月日 許可期H 開転寺院 実施期日 掲叔史科番号及び1児述沼科
迎政7年4月 7/15~8/15 卯｝丈釆龍寺 7/15~8/15 史料⑤

(17 95 ) 
迎政9年2月 3/1 ~3/20 オ川寺町兵 ・1と寺 史科⑥

(1797) 「越中立山古文杏J
天保7年4月 5/3から14日1:u 沿j岡称念寺 5 /10から7日1/lj

I 
史砥～⑨

(1S36) S/lSカヽら20日11:J 卯辰観音院 10/1~10/2 1 「越中立山古文・,i::」

凡例：本表は、 「自他!!I賓物井法，，炎顧旧品J . r寺社家間板等井臨時之神·Fjをもとに「越中立山古文}}� (「；';餅寺文杏」
110·li4·li5)と照らし合わせて一 邸表にまとめたものである。なお、、総政9年の尖施期日については確認できないため
空白とした。

4 まとめ

本秘では、立山衆徒の出l}�J帳の実態について検討

してきた。

立山衆徒の出開板の起源については、史料的制約

から明らかにすることはできない。しかし、おそ＜

ともJ妥長17年(1612)には、岩餅寺衆徒によってiし::j

岡で実施されており、これ以降現存する史科の上か

ら考えれば、定期的ではないが硲末まで続いたこと

は明らかである。

この問、芦絣寺の出刷帳の記録は、岩耕寺に比べ

てはるかに少ない。その理由として、 一つ目には、

正徳元年(1711)の加質蔀公事場奉行の判決お 以降、
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立山山中諸堂社の岱理権は岩前寺が捉っており、そ

の修復．再建は岩絣寺衆徒が行っているため、芦I隙

寺衆徒は自分たちの諸堂社の管理だけをすればよ

く、二つ目には、芦齢寺衆徒は、廻坑配札活動によ

って得られた収益を祠堂金として加質湘寺社奉行所

に預け入れており気諸堂社の修復や再建にはこの

収益をあてることで、火災や災害などよほど一山全

体の自噛囁りが困難な場合を除いて、出IJH報を実施す

る必然性がなかったと考えられる。しかしだからと

いって、先行研究にあるように、あくまでも出開帳

は岩餅寺の戦掌としてとらえられていいのだろう
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か。 立山衆徒の宝永6年(1709)から天保4年

(1833)までの間で何度か採り広げられた宗教的権

利をめぐる争論のなかでも、加賀溜の出l}}-J1脹の職掌

に対する内容は見られず、天保4年0833)の判決

沿＇の際も、加質希は岩前寺の領国外の出開板の禁止

は出しても、出開板の職掌についてまでは言及して

いない。 それゆえ、芦前寺の天保7年(1836)の仁

王門屋根再建の出開板についてltH翡長寺院の日程を変

更しながらも許可していることを考慮すれば、加賀

湘では立山衆徒の出描j板に対しての戦常分担の認識

はなかったのではないかと指摘できる。

これは、加質湘でも岩l餅寺衆徒の領国外の出開板は

それまでの領国内の出測帳とは異なり、福江充氏が

刊本の中 32) で指摘されているように、岩絣寺衆徒の

出開帳から派生した芦絣寺的な廻坂配札活動であ

り、芦絣寺衆徒の他国廻拉配札活動の職掌を犯すも

のであるという認識が慟いたと考えられる。 そして

これ以降、加質湘が岩朗寺衆徒の領国外での出開板

を認めた史料はみあたらないが、文久2年(1862)

に領国内一 円の大規模な出itFJ板の実施を認めている

ことから、岩齢寺衆徒に対しても配慇していたと考

えられる。

また、岩餅寺衆徒の他国進出に対して加質滞は、

当初は 一 部許可を与えたり黙認の姿勢が見られた

が、芦前寺衆徒からの度巫なる訴えにより、天保4

年(1833)に「向後、岩餅寺他国配札等二被出候義、

御指留」 311 として領国外での出開板を禁止している。

このように加質湘政期における立山衆徒の出開I�長

の変造は、最終的には稲の意向に沿って成り立って

おり、巧みな採作で立山衆徒の支配を展開していっ

たのではないだろうか。

l)「岩葡寺延命院文叫 岩前寺の

栢坊延命院には、近世の寺社・

衆徒関係78点、近世の卒蒻．年貢

IY.:J係51点、近代の社寺・神職閃係

172点、近代の戸長役楊．村・家

関係77点、絵図 ・版物5点、社

383点が所蔵されている。

2)「参議公年表j加質蔀5代湘主

前田網紀の42歳から卒去まで、天

和4年(1684)~享保9年(1724)

までの年表。 金沢市立玉川図；'}館

加越能文｝ボ所蔵

3 ) 『l訓阪旧記・ 宝物弘通旧品」

享保14年0729)以降の加越能三

国の寺社の 1姐板、宝物、仏事神

事などの記録。｝羹応元年 (1865)

までの追加あり。 金沢市立玉川

図芥館加越能文庫所蔵

註

4 )「自他国究物井 法談祇旧品』

湘の密提所、外設所、祈祷所な

どの寺庵による宝物公IJf-J及び法

会． 再建等の願ついての元禄8

年0695)~/袋応4 年0868)ま

での記録。 金沢市立玉川I采1:芥飽

加越能文庫所蔵

5)「寺社家IJ廿板等井臨時之神・―·Jr』

寺院や神社のIJ廿 I販頓及び神'.j遁f!l5

件を収録。 金沢市立玉川図：芥館

加越能文｝収所蔵

6)『越中立山古文=. i r-」（木危戯伝、

立山IJi」発鉄迫株式会社、1962年12

月）。

7)「越中立山古記録 第1巻J (炭

瀬誠、立山開発鉄迫株式会社、

1989年9月）。

8 )「岩耕寺文：. 1 ;-364」(「越中立山古

文：内」所収、301頁・302頁）。

9)拙秘「岩ii肝寺衆 徒の出開 I販」

（「富山県［立山栂物館］研究紀要

第10号」所収、48頁-54頁、「富

山県［立山t•,料：物館］利蒻�- 発行、

2003年3月31日）。

10)拙稲「岩雌寺衆徒の出IJfl板」

(「-,�,;山県［立山栂物館］研究紀災

第10号」所収、54頁·56頁）。

11)『越中立山古品録 第1巻j 165

-173頁。

12)『越中立山古品録 策l巻J 155

頁。

13)『越中立山古品録 第l巻」140

頁。

14)「自他国夜物井法；，炎頻旧品』（天

保9年）十一月廿日の条。

15)詳細な実施状況については、拙
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富山リ，\[立山栂物館］研究紀災 第11り· 2004年3月

稿「岩餅寺衆徒の出IJfl帳」（「窃山

県［立山栂物館］研究紀要 第10

号」所収、 56~58頁）を参照。

16)拙秘「岩絣寺衆徒の出I)り帳 」

（「仕；山県［立山栂物館］研究紀要

第10号j所収、 53頁）。

17)「越中立山古記録 第1券1 145

頁。

18)福江充「もと窃野山の学呂泥淵

の在地宗教活動」（「立山信仰と立

山此荼羅」所収、 11~40頁）。

19)「越中立山古品録 第l谷l 136

~137頁。

20) f越中立山古品録 第 1巻J 142

頁。

21)「越中立山古品録 第 1巻」146

11 
ノヽ0
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22)「越中立山古品録 第 1咎J 143

頁。

23)『越中立山古品録 第1送」146

頁。

24)『l様の内容が「芦餅寺文：；1mo 」

（「越中立山古文：, 1r-」所収、 51頁）

に見られる。

25)同様の内谷が「芦餅寺文：.1H74

·175」(「越中立山古文:;- 1 ::」所収、

86頁）に 見られる。

26)「自他国賓物井法淡穎旧品」申

（天保7年） 十月廿日の条。

27)福江充「もと祐'i野山の学呂訛澗

の在地宗教活動」 <r立山信仰と立

山此荼紐」所収、 31頁の注択3)。

28)「越中立山古品緑 第1谷l 55

~60頁。

29)福江充「芦隙寺宿坊家の廻坂配

札活動とその収益の行方」（！
迂

近世

立山信仰の屎I丼l」所収、 439~442

頁の注釈26)によれば、 芦前寺宝

泉坊は弘化3年(1846)に20両、

滋永2年(1849)に80両、 文久2

年(1862)に1 00両、 文久3年

(1862)に100両を湘寺社奉行所に

預け入れている。

30)「越中立山古品緑 第1咎J 147

~148頁。

31)「越中立山古品緑 第1谷J 147

頁。

32)福江充「立山衆徒の勧進活動と

立山此荼羅」（「立山信仰と立山此

荼趾J所収、 111~119頁、 岩田佼

院、 1998年4月）。




